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●活動マニュアル編 

Ⅰ 災害対応行動フロー 

 

発災 １週間 ２年～

連
合
会
の
災
害
対
応
行
動
フ
ロ
ー

被災後１週間～１ヵ月 被災後１ヶ月～６ヶ月 被災後６ヶ月～２年

被
災
者
の
生
活
再
建
フ
ロ
ー

各
建
築
士
会
の
災
害
対
応
行
動
フ
ロ
ー

応急処置スタート

避難所生活

修繕か撤去かの判断 本復旧工事

借上型仮設住宅へ入居 建設型仮設住宅へ入居 復興住宅へ入居

諸手続き

③被災家屋等の安全確認調査（応急危険度判定調査等）

④住宅相談窓口の設置・他団体との連携 ⑩住宅相談窓口の継続 ⑭紛争相談窓口の設置 ⑮報告書作成

⑥被災家屋応急処置の相談と指導・応急修理の実施

⑤住家被害認定調査の技術支援活動

⑦歴史的建造物被災状況を連合会等と情報共有

⑧木造応急仮設住宅の建設支援 ⑫木造復興住宅等の建設支援

⑬復興まちづくりへの技術支援

①災害対策支援本部の設置

①災害対策本部の設置

②職員会員の動静確認・災害支援班の編成

⑪復興住宅、災害公営住宅と共に復興まちづくりへの技術情報支援

②職員の動静確認・災害支援班の編成

④被災家屋等の安全確認調査（応急危険度判定調査等）調整

⑥住家被害認定調査の調整

⑤災害対策委員の派遣

⑦応急修理制度や住宅相談講習の講師派遣・住宅相談の支援

⑧文化財防災センター等と歴史的建造物被災状況を情報共有⑨ドクターチーム調査,修復の調整,支援

③被災士会やブロック会及び被災自治体からの被災状況の収集と発信 ⑫被災士会の復旧状況の収集と発信

⑩被災家屋の復旧や木造応急仮設住宅への技術情報支援

本格的応急処置

⑪被災家屋の本格復旧・復興

⑨ドクターチーム調査への協力・修復支援


